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平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

事業者の名称 主たる事務所の所在

地 

事業所の名称 事業所の所在地 指定したサー

ビスの種類 

指定年月日 

株式会社みらい 新潟市西区平島３丁

目５番地13Yビル１階 

五十公野薬局 新発田市五十公野

6804 

居 宅 療 養 管

理指導 

H24.4.1 

株式会社みらい 新潟市西区平島３丁

目５番地13Yビル１階 

五十公野薬局 新発田市五十公野

6804 

介 護 予 防 居

宅 療 養 管 理

指導 

H24.4.1 

株式会社みらい 新潟市西区平島３丁

目５番地13Yビル１階 

三日市薬局 新 発 田 市 三 日 市

605－４ 

居 宅 療 養 管

理指導 

H24.4.1 

株式会社みらい 新潟市西区平島３丁

目５番地13Yビル１階 

三日市薬局 新 発 田 市 三 日 市

605－４ 

介 護 予 防 居

宅 療 養 管 理

指導 

H24.4.1 

株式会社くびき

野ライフスタイ

ル研究所 

上越市西城町２丁目

10番25号 

ショートステイ

サンクス高田 

上越市寺町３丁目

10番11号 

短 期 入 所 生

活介護 

H23.9.20 

株式会社くびき

野ライフスタイ

ル研究所 

上越市西城町２丁目

10番25号 

ショートステイ

サンクス高田 

上越市寺町３丁目

10番11号 

介 護 予 防 短

期 入 所 生 活

介護 

H23.9.20 

ながおか医療生

活協同組合 

長岡市前田１－６－

７ 

介護老人保健

施設あらまち 

長岡市泉１－７－

24 

短 期 入 所 療

養介護 

H24.4.1 

ながおか医療生

活協同組合 

長岡市前田１－６－

７ 

介護老人保健

施設あらまち 

長岡市泉１－７－

24 

介 護 老 人 保

健施設 

H24.4.1 

ながおか医療生

活協同組合 

長岡市前田１－６－

７ 

介護老人保健

施設あらまち 

長岡市泉１－７－

24 

介 護 予 防 短

期 入 所 療 養

介護 

H24.4.1 

医療法人崇徳会 長岡市深沢町2300番

地 

ケアプランセン

ターこころ 

長岡市三ツ郷屋２

丁目３－11 

居 宅 介 護 支

援 

H24.3.9 

株式会社ダイチ

ク 

新潟市中央区湖南24

番地２ 

薬局かさや 上越市大町４丁目

２番12号 

居 宅 療 養 管

理指導 

H24.4.4 

株式会社ダイチ

ク 

新潟市中央区湖南24

番地２ 

薬局かさや 上越市大町４丁目

２番12号 

介 護 予 防 居

宅 療 養 管 理

指導 

H24.4.4 

株式会社ダイチ

ク 

新潟市中央区湖南24

番地２ 

サカエ薬局 上越市幸町14番10

号 

居 宅 療 養 管

理指導 

H24.4.4 

株式会社ダイチ

ク 

新潟市中央区湖南24

番地２ 

サカエ薬局 上越市幸町14番10

号 

介 護 予 防 居

宅 療 養 管 理

指導 

H24.4.4 

奥越部品株式会

社 

長岡市北荷頃78番地

３ 

介護センターあ

ゆみ 

阿賀野市福永2027 通所介護 H24.4.13 
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奥越部品株式会

社 

長岡市北荷頃78番地

３ 

介護センターあ

ゆみ 

阿賀野市福永2027 介 護 予 防 通

所介護 

H24.4.13 

社会福祉法人に

いがた寿会 

新潟市中央区上近江

３丁目19番22号 

デイサービスた

かだ桜園 

上越市東本町４丁

目３番46号 

通所介護 H24.2.3 

社会福祉法人に

いがた寿会 

新潟市中央区上近江

３丁目19番22号 

デイサービスた

かだ桜園 

上越市東本町４丁

目３番46号 

介 護 予 防 通

所介護 

H24.2.3 

株式会社新潟県

厚生事業協同公

社 

長岡市高見町4343番

地 

おもいやりの泉

県央店 

三条市須頃２－23 福 祉 用 具 貸

与 

H24.4.1 

株式会社新潟県

厚生事業協同公

社 

長岡市高見町4343番

地 

おもいやりの泉

県央店 

三条市須頃２－23 介 護 予 防 福

祉用具貸与 

H24.4.1 

株式会社新潟県

厚生事業協同公

社 

長岡市高見町4343番

地 

おもいやりの泉

県央店 

三条市須頃２－23 特 定 福 祉 用

具販売 

H24.4.1 

株式会社新潟県

厚生事業協同公

社 

長岡市高見町4343番

地 

おもいやりの泉

県央店 

三条市須頃２－23 特 定 介 護 予

防 福 祉 用 具

販売 

H24.4.1 

有限会社齋藤電

機商会 

加茂市矢立９－27 有限会社齋藤

電機商会 

加茂市矢立９－27 福 祉 用 具 貸

与 

H24.4.20 

有限会社齋藤電

機商会 

加茂市矢立９－27 有限会社齋藤

電機商会 

加茂市矢立９－27 特 定 福 祉 用

具販売 

H24.4.20 

有限会社齋藤電

機商会 

加茂市矢立９－27 有限会社齋藤

電機商会 

加茂市矢立９－27 介 護 予 防 福

祉用具貸与 

H24.4.20 

有限会社齋藤電

機商会 

加茂市矢立９－27 有限会社齋藤

電機商会 

加茂市矢立９－27 特 定 介 護 予

防 福 祉 用 具

販売 

H24.4.20 

 

◎新潟県告示第678号 

生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永 

住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生 

活保護法施行規則第14条第１項の規定により、指定介護機関から次のとおり変更した旨の届出があった。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

事業所の名称 事業所の所在地 変更事項 変更年月日 

旧 新 

越後交通物産株式会社 長岡市千秋２丁目 

2788番地１ 

長岡市東栄３丁目 

３番６号 

長岡市千秋２丁目 

2788番地１ 

H22.3.8 

 

 

◎新潟県告示第679号 

生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永 
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住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生 

活保護法施行規則第14条第１項の規定により、指定介護機関から次のとおり廃止した旨の届出があった。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

事業者の名称 主たる事務所の

所在地 

事業所の名称 事業所の所在地 廃止したサー

ビスの種類 

廃止年月日 

社会福祉法人阿賀

野市社会福祉協議

会 

阿賀野市姥ヶ橋

669番地 

阿賀野市デイサービ

スセンター第２わか

ばの里 

阿賀野市稲荷町

11番10号 

認知症対応型

通所介護 

H24.3.31 

社会福祉法人阿賀

野市社会福祉協議

会 

阿賀野市姥ヶ橋

669番地 

阿賀野市デイサービ

スセンター第２わか

ばの里 

阿賀野市稲荷町

11番10号 

介護予防認知

症対応型通所

介護 

H24.3.31 

新潟部品株式会社 長岡市北荷頃78

番地３ 

介護センターあゆみ 阿 賀 野 市 福 永

2027 

通所介護 H24.3.31 

新潟部品株式会社 長岡市北荷頃78

番地３ 

介護センターあゆみ 阿 賀 野 市 福 永

2027 

介護予防通所

介護 

H24.3.31 

 

◎新潟県告示第680号 

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、南魚沼市の特定計量器定期検査を次のとおり実施

する。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 検査の対象となる特定計量器 

 計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に規定する特定計量器 

２ 定期検査を行う期日、場所及び区域 

検査日時 検査場所 検査区域等 

 ６月19日（火） 

 

午前10時から正午まで 

午後１時から４時まで 

勤労青少年ホーム 南魚沼市全域  

６月20日（水） 

６月21日（木） 

午前９時から正午まで 

午後１時から４時まで 

６月22日（金） 午前９時から正午まで 

６月25日（月） 

 

午前10時から正午まで 

午後１時から４時まで 

塩沢公民館 

６月26日（火） 

 

午前９時から正午まで 

午後１時から４時まで 

６月27日（水） 

 

午前９時から11時まで 

午後１時から４時まで コミュニティホールさわらび 

６月28日（木） 

 

午前９時から正午まで 

午後１時から４時まで 

６月29日（金） 午前９時から正午まで 

６月30日から平成

25年３月15日まで。

ただし、土・日曜日

及び祝日並びに12

月31日、１月２日、

１月３日を除く。 

午前９時30分から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

新潟県計量検定所 上記の未受検者 

特定計量器の所在の場所 特定計量器検定検査規則 

（平成５年通商産業省

令第70号）第39条第１項

に規定する特定計量器 

 

３ 実施機関 

 新潟県指定定期検査機関 一般社団法人新潟県計量協会 
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◎新潟県告示第681号 

漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第５項において準用する第105条の２第３項の規定による次の

特定第２号漁業者の共済契約締結の申込み又は規約設定についての同意成立の届出は、同法第108条第２項に規定

する要件に適合すると認めた。 

なお、当該同意に基づく共済契約締結の申込み又は規約設定に係る義務の効力は、平成24年６月22日から生ず

るものとする。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 発起人の住所及び氏名 

  新潟県佐渡市豊田90 

  大立水産 代表 金子 新一   

  新潟県佐渡市豊田412 

  本間 高明 

２ 区域 

  佐渡漁業協同組合の地区のうち旧真野漁業協同組合、旧佐和田漁業協同組合、旧二見漁業協同組合及び旧稲

 鯨漁業協同組合の区域 

３ 区分 

  定置漁業 

４ 届出年月日 

  平成24年４月23日 

 

◎新潟県告示第682号 

漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第５項において準用する第105条の２第３項の規定による次の

特定第２号漁業者の共済契約締結の申込み又は規約設定についての同意成立の届出は、同法第108条第２項に規定

する要件に適合すると認めた。 

なお、当該同意に基づく共済契約締結の申込み又は規約設定に係る義務の効力は、平成24年６月22日から生ず

るものとする。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 発起人の住所及び氏名 

  新潟県佐渡市豊田76 

  金杉 長義   

  新潟県佐渡市豊田401 

  吉田 芳行 

２ 区域 

  佐渡漁業協同組合の地区のうち旧真野漁業協同組合、旧佐和田漁業協同組合、旧二見漁業協同組合及び旧稲

 鯨漁業協同組合の区域 

３ 区分 

  10トン未満の漁船により営む漁業であって旧真野漁業協同組合の地区の者が行う漁業 

４ 届出年月日 

  平成24年４月23日 

 

◎新潟県告示第683号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 保安林予定森林の所在場所 

新潟県中魚沼郡津南町大字上郷寺石丙 62、丙 662 の１、丙 665、丙 665の１、丙 817 の１、丙 823、丙 828、

丙 830の 31、丙 831、丙 884 の１、丙 886の１、丙 887、丙 895、丙 903、丙 938の１、丙 939 
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２ 指定の目的 

水源のかん養 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び津南町役場に備え置いて縦覧に供

する｡) 

 

◎新潟県告示第684号 

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

を実施する旨の通知があった。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 基本測量（一等磁気測量） 

２ 作業期間 平成24年５月28日から平成25年２月28日まで 

３ 作業地域 柏崎市、十日町市 

 

公   告 

予算の公表について（公告） 

平成24年３月30日専決処分をした平成23年度新潟県一般会計補正予算、災害救助事業特別会計補正予算の要領

は、次のとおりである。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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大規模小売店舗の新設について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定による新設の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

名 称 バロー下門前店 

所在地 上越市関川東部下門前土地区画整理事業地内26街区５ 外 

２ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名 

(1) 大規模小売店舗を設置する者 

・氏名又は名称 株式会社バロー 

 法人代表者氏名 代表取締役 田代 正美 

 住所 岐阜県恵那市大井町180番地の１ 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者 

・氏名又は名称 株式会社バロー 

法人代表者氏名 代表取締役 田代 正美 

住所 岐阜県恵那市大井町180番地の１ 

３ 大規模小売店舗の新設をする日 

  平成24年12月28日 

４ 大規模小売店舗の店舗面積の合計 

計 2,059平方メートル 

５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の位置及び収容台数 

  ・位置 届出書に添付された図面のとおり 

  ・収容台数 計80台 

(2) 駐輪場の位置及び収容台数 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・収容台数 計60台 

(3) 荷さばき施設の位置及び面積 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・面積 計176平方メートル 

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・容量 計21平方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

・株式会社バロー 

 午前９時から午後９時 

(2) 来客が駐車場を利用できる時間帯 

 午前８時30分から午後９時30分 

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

・出入口の数 ４箇所 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

・荷さばき施設１ 

 午前６時から午後９時まで 

・荷さばき施設２ 
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 午前１時から午前４時まで 

７ 届出年月日 

平成24年４月27日 

８ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、上越市産業観光部産業振興課でも閲覧ができます｡) 

９ 縦覧期間 

平成24年５月11日から平成24年９月11日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 ナルス大島店・クスリのアオキ大島店 

所在地 長岡市大島本町三丁目１番地57 

設置者 株式会社ナルスほか１者 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

(2) 大規模小売店舗において小売業を営む者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

３ 変更年月日 

平成24年４月１日 

４ 変更の理由 

代表者変更のため。 

５ 届出年月日 

平成24年４月26日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、長岡市商工部商業振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成24年５月11日から平成24年９月11日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表
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する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 ナルス糸魚川店 

所在地 糸魚川市寺町１丁目９番41号 

設置者 株式会社谷村開発 

２ 変更した事項 

大規模小売店舗において小売業を営む者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

３ 変更年月日 

平成24年４月１日 

４ 変更の理由 

代表者変更のため。 

５ 届出年月日 

平成24年４月26日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、糸魚川市産業部商工農林水産課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成24年５月11日から平成24年９月11日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 知遊堂上越国府店 

所在地 上越市加賀町3077番地２ 

設置者 株式会社ナルス 

２ 変更した事項 

大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

３ 変更年月日 

平成24年４月１日 

４ 変更の理由 

代表者変更のため。 

５ 届出年月日 
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平成24年４月26日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、上越市産業観光部産業振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成24年５月11日から平成24年９月11日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 ナルス鴨島店 

所在地 上越市子安新田４－55 

設置者 株式会社ナルス 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

(2) 大規模小売店舗において小売業を営む者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

３ 変更年月日 

平成24年４月１日 

４ 変更の理由 

代表者変更のため。 

５ 届出年月日 

平成24年４月26日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、上越市産業観光部産業振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成24年５月11日から平成24年９月11日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の
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日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 ナルス戸野目店 

所在地 上越市平成町137番地 

設置者 株式会社ナルス 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

(2) 大規模小売店舗において小売業を営む者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

３ 変更年月日 

平成24年４月１日 

４ 変更の理由 

代表者変更のため。 

５ 届出年月日 

平成24年４月26日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、上越市産業観光部産業振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成24年５月11日から平成24年９月11日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 ナルス直江津東店 

所在地 上越市三ツ屋町95番地４外 

設置者 株式会社ナルス 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

(2) 大規模小売店舗において小売業を営む者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 
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（変更後）代表取締役 森山 仁 

３ 変更年月日 

平成24年４月１日 

４ 変更の理由 

代表者変更のため。 

５ 届出年月日 

平成24年４月26日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、上越市産業観光部産業振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成24年５月11日から平成24年９月11日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 ナルス柿崎店 

所在地 上越市柿崎区柿崎字藤木711番 

設置者 株式会社ナルス 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗の所在地 

（変更前）中頸城郡柿崎町大字柿崎字藤木711番 

（変更後）上越市柿崎区柿崎字藤木711番 

(2) 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

(3) 大規模小売店舗において小売業を営む者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

３ 変更年月日 

・２(1)に関する事項 

平成17年１月１日 

・２(2)及び(3)に関する事項 

平成24年４月１日 

４ 変更の理由 

住所表示変更及び代表者変更のため。 

５ 届出年月日 

平成24年４月26日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 
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（なお、上越市産業観光部産業振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成24年５月11日から平成24年９月11日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 オオガタショッピングセンター 

所在地 上越市大潟区土底浜1055番１号 

設置者 協同組合大潟ショッピングセンター 

２ 変更した事項 

大規模小売店舗において小売業を営む者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

３ 変更年月日 

平成24年４月１日 

４ 変更の理由 

代表者変更のため。 

５ 届出年月日 

平成24年４月26日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、上越市産業観光部産業振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成24年５月11日から平成24年９月11日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 コンパスタウン上越インター 

所在地 上越市大字三田新田字水ふけ368－３外 

設置者 三菱ＵＦＪリース株式会社 
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２ 変更した事項 

大規模小売店舗において小売業を営む者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

３ 変更年月日 

平成24年４月１日 

４ 変更の理由 

代表者変更のため。 

５ 届出年月日 

平成24年４月26日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、上越市産業観光部産業振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成24年５月11日から平成24年９月11日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 ナルス北城店 

所在地 上越市北城町３丁目273番１外 

設置者 頸城自動車株式会社 

２ 変更した事項 

大規模小売店舗において小売業を営む者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

３ 変更年月日 

平成24年４月１日 

４ 変更の理由 

代表者変更のため。 

５ 届出年月日 

平成24年４月26日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、上越市産業観光部産業振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成24年５月11日から平成24年９月11日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 
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Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 ナルス国府店 

所在地 上越市国府４丁目８番３号 

設置者 日成商事株式会社 

２ 変更した事項 

大規模小売店舗において小売業を営む者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

３ 変更年月日 

平成24年４月１日 

４ 変更の理由 

代表者変更のため。 

５ 届出年月日 

平成24年４月26日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、上越市産業観光部産業振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成24年５月11日から平成24年９月11日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 ナルス半田店 

所在地 柏崎市半田２丁目字六社前1629番１ 

設置者 株式会社ナルス 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

(2) 大規模小売店舗において小売業を営む者の代表者の氏名 
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・株式会社ナルス 

（変更前）代表取締役 山崎 軍太郎 

（変更後）代表取締役 森山 仁 

３ 変更年月日 

平成24年４月１日 

４ 変更の理由 

代表者変更のため。 

５ 届出年月日 

平成24年４月26日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、柏崎市産業振興部商工振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成24年５月11日から平成24年９月11日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 イオン県央ショッピングセンター 

所在地 燕市井土巻字切間710 

設置者 イオンリテール株式会社 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗の名称 

（変更前）県央サティ 

（変更後）イオン県央ショッピングセンター 

３ 変更年月日 

平成24年２月21日 

４ 変更の理由 

店舗名称変更のため。 

５ 届出年月日 

平成24年４月27日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、燕市商工観光部商工振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成24年５月11日から平成24年９月11日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 
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大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 イオン県央ショッピングセンター 

所在地 燕市井土巻字切間710 

設置者 イオンリテール株式会社 

２ 変更しようとする事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻 

・イオンリテール株式会社 

（変更前）午前９時（ただし年間150日は、開店時刻：午前８時） 

（変更後）午前８時 

・イオンリテール株式会社以外 

（変更前）午前９時（ただし年間60日は、開店時刻：午前８時） 

（変更後）午前８時 

(2) 来客が駐車場を利用できる時間帯 

（変更前）午前８時30分から午後11時30分（ただし年間150日間は、午前７時30分から午後11時30分） 

（変更後）午前７時30分から午後11時30分 

３ 変更を予定する年月日 

平成24年６月１日 

４ 変更の理由 

  営業計画変更のため。 

５ 届出年月日 

平成24年４月27日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、燕市商工観光部商工振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成24年５月11日から平成24年９月11日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の廃止について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第５項の規定による廃止の届出の概要を次のとおり公表

する。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者（廃止前のもの） 

名 称 ナルスホームプラザ藤巻店 

所在地 上越市大字藤巻938番地 

設置者 株式会社ナルス 

２ 店舗面積の合計 

（廃止前）4,748平方メートル 

（廃止後）  ０平方メートル 

３ 廃止（第３条第１項に定める基準面積以下）となる年月日 

平成24年４月26日 



第36号 新  潟  県  報 平成24年５月11日(金) 

33 

４ 廃止しようとする理由 

店舗閉鎖のため。 

５ 届出年月日 

平成24年４月26日 

 

特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について落札者を決定したので、新潟県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年新潟県規則第87号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成24年５月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 調達件名及び数量 

  新潟県警察通信指令システム保守業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  新潟県警察本部警務部会計課 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 調達方法 

  購入等 

４ 契約方式 

  一般競争入札 

５ 落札決定日 

  平成24年３月26日 

６ 落札者の氏名及び住所 

  三菱電機株式会社新潟支店 

  新潟県新潟市中央区東大通２丁目４番10号 

７ 落札価格 

  81,800,250円 

８ 入札公告日 

  平成24年２月14日 

９ 落札方式 

  最低価格 

 

病院局公告 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、温冷配膳車について、次のとおり一般競争入

札を行う。 

平成24年５月11日 

新潟県立がんセンター新潟病院病院長 横山 晶 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  温冷配膳車 ７台 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  平成24年８月31日（火） 

(4) 納入場所 

  新潟県立がんセンター新潟病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 
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 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿の営業種目「機械類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 951－8566 

  新潟県新潟市中央区川岸町２丁目15番地３ 

  新潟県立がんセンター新潟病院経営課 

  電話番号 025－266－5111 内線2313 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札、開札の日時及び場所 

  平成24年５月21日（月）午前10時00分 

  新潟県立がんセンター新潟病院 がん予防総合センター３階研修室Ａ 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(5) 契約書作成の要否 要 

(6) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(7) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(8) その他 

 ① 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 ② 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、ＤＩＣＯＭ動画ネットワークシステムについ

て、次のとおり一般競争入札を行う。 

平成24年５月11日 

新潟県立中央病院長 矢澤 正知 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  ＤＩＣＯＭ動画ネットワークシステム  １式 
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(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  平成24年７月31日（火） 

(4) 納入場所 

  新潟県立中央病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿の営業種目「機械類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札書の提出場所等 

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 943－0192 

  新潟県上越市新南町205番地 

  新潟県立中央病院経営課経営係 

  電話番号 025－522－7711 内線2323 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 入札書の提出期限 

  平成24年５月21日（月）午後５時00分 

４ 開札の日時及び場所 

  平成24年５月22日（火）午前10時00分 

  新潟県立中央病院講堂１ 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は免除する。 

(4) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(5) 契約書作成の要否 要 

(6) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(7) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 
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